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       日本原燃（株）六ヶ所再処理工場の高レベル放射性廃液の安全管理に関する質問主意書 

  日本原燃（株）再処理工場には高レベル放射性廃液（以下「高レベル廃液」）が大量（約二百四十立方メートル）に貯蔵されている。高レベル廃
液はあまりに放射線が強く危険なため、ガラス固化し安定化させなければならないが、うまくいかず、アクティブ試験は止まったままである。廃液
は崩壊熱が発生するため絶えず冷却し、また放射線分解で発生する水素を排出しなければ沸騰し水素爆発や場合により硝酸塩爆発の危険がある。し
たがって大地震などによって起こる停電や配管の破損などで、高レベル廃液貯槽の冷却機能等が喪失すれば大事故につながる。高レベル廃液が環境
に漏れだせば北東北や北海道が大惨事の様相を呈することも予想される。 
 本年一月に高レベルガラス固化建屋セル内で高レベル廃液が百五十リットル漏れたが、十六リットルが回収されただけで、未回収の放射能の行方
は明らかになっていない。加えて、十月二十二日にも三回目の高レベル廃液漏洩が同じ箇所で発生している。 
 この三月ノルウェー放射線防護局（Norwegian  Radiation Protection  Authority）は英国セラフィールド再処理工場での事故によって高レベ
ル廃液が放出された場合についてのノルウェーへの影響を評価し公表した。英国のような地震がない国の再処理工場について海を隔てた隣国がその
事故による高レベル廃液放出を心配している。世界有数の地震大国の我が国では地震事故の確率が高い。現実問題として事故評価を行い大災害の未
然防止に努めるのが当然ではないか。 
 民主党マニフェストでは「原子力利用については安全第一とし、国民の理解と信頼を得ながら進める」とある。また、国民が未来永劫この国で幸
せに住めることを保障するのが国の役目であり、国はその責任と義務がある。 なお、「放射能」は「放射性物質」と同義で使用している。 
以下、質問する。                                 ＊コメントは「三陸の海を放射能から守る岩手の会」 
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内閣参質一七三第二六号 
 平成二十一年十一月二十日 
         内閣総理大臣 鳩山由紀夫 
参議院議長 江田五月 殿 
参議院議員川田龍平君提出日本原燃（株）六ヶ
所再処理工場の高レベル放射性廃液の安全管理
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一、高レベル廃液ガラス固化建屋固化セル内に
おける高レベル廃液の漏えい事故に関して 
 本年一月二十一日発覚した標記高レベル廃液
の漏えい事故では、約百五十リットルの廃液が
漏えいし、約十六リットルが回収されたと報告
されている。未回収の放射性核種は工場のどこ
にどのような形で存在しているのか、環境放出
はなかったのかが明らかにされていない。 
１ 未回収放射能は広島原爆で放出された放射
能の何倍相当か 
 日本原燃（株）の公表したデータを元に未回
収になっている放射能は広島原爆核分裂生成物
の約二.五倍（セシウム 137 換算）との市民団体
の試算もあるが、国として確認している未回収
セシウム 137 の放射能量を具体的に示した上
で、それは広島原爆で放出された放射能（セシ
ウム137 換算で）の何倍になるのか、政府の見
解を示されたい。 
 
２ 日本原燃発表の物質収支について 

に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 
 
 参議院議員川田龍平君提出日本原燃（株）六
ヶ所再処理工場の高レベル放射性廃液の安全管
理に関する質問に対する答弁書 
 
一の 1から 3までについて 
 本年一月及び二月に日本原燃株式会社再処理
事業所再処理施設（以下「六ヶ所再処理施設」
という。）のガラス固化建屋ガラス固化セル内に
おいて漏えいした高レベル放射性液体廃棄物 
（以下「高レベル廃液」という。）のうち、未回
収のものについては、今後、日本原燃株式会社
（以下「日本原燃」という。）が、漏えいした高
レベル廃液が付着していると考えられる機器等
の洗浄を行い、洗浄に用いた液体を高レベル廃
液共用貯槽に回収するものと認識している。ま
た、日本原燃は、回収した液体の放射能量に
ついて、当該貯槽における液量及び放射性物
質濃度を洗浄作業前後で比較することによ
り評価し、その結果を、経済産業省原子力安
全・保安院（以下「保安院」という。）に報
告するものと認識している。 
 
 いずれにしても、六ヶ所再処理施設の周辺に
設置されているモニタリングポスト等により測
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【一の 1から 3までについて】 
1 月に起きた高レベル廃液のガラス固化建屋固
化セル内漏洩について、日本原燃から報告され
た物質収支（放射能がどこにどれだけ存在して
いるのかの収支）についてその非科学性につい
ては見解を示していない。これは、そのいい加
減な報告書をそのまま受け入れた原子力安全・
保安院の失態になるため見解を示せないのでは
ないか。 
 それでも、暗に今までに報告された物質収支
については不十分として「固化セル内の洗浄を
行い高レベル廃液共用貯槽に回収した段階でそ
の回収液中の放射能量を調べ日本原燃が結果を
報告するものと認識している」と回答している。 
 これについては文書による指示はなされてい
ないようであるが、この質問主意書回答によ
り報告を求めていることが明確になった。厳
密な物質収支がなされるかどうか見守っていき
たい。 
 それにしても、現時点で漏洩放射能がどこに



 日本原燃（株）が二月十日に公開した「高レ
ベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レ
ベル廃液の再滴下について（報告）」の添付資料
-八、同報告の二月二十四日改正版の添付資料-
十のいずれにも「滴下した高レベル廃液の物質
収支について」の報告があるが、いずれも単に
漏えい廃液の体積をまとめたものに過ぎず、科
学的物質収支と言えるものではない。各核種毎
の質量もしくはベクレル単位の漏えい量と回収
量、未回収量（内訳）の収支を現すものが物質
収支と考えるが、政府の見解を示されたい。 
  
３ 詳細な物質収支の報告を求めることについ
て 
 漏えいした各放射性核種について固化セル内
のどこにどれだけ留まり、環境にはどれだけ放
出されたのか、明確にすることが周辺で作業を
する従業員の安全対策においても、また周辺の
人々から安心と信頼を得るためにも必要な科学
的なやり方と考える。あいまいなままに済ます
ことは従業員や周辺住民への被ばくの機会を増
すことになる。政府は、日本原燃へ科学的な物
質収支の報告を今後求めるか、報告を求めない
のならばその理由を明らかにした上で、政府の
見解を示されたい。 
  

定された放射線量や放射性物質の濃度を評価し
た結果、本件に係る周辺環境への有意な影響は
ないと判断している。 
 
 なお、放射線のエネルギーや半減期等、放射
性物質の特性は、その種類により様々であるた
め、六ヶ所再処理施設の高レベル廃液に含まれ
る放射性物質の放射能量と、広島市に投下され
た原子爆弾により放出された放射性物質の放射
能量を、単純に比較することは適当ではないと
考えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

どの程度存在しているのか推定量は示せるはず
である。 
 未回収高レベル廃液中の放射能はセシウム
137 換算で広島原爆の 2.5 倍と計算できる。こ
のように具体的な事実と比較することにより、
認識が明瞭になる。しかし国は「各種の放射能
が含まれるので単純に比較することは適当では
ない」と逃げている。では含まれている全ての
核種について比較し示してはどうか。原燃は回
収廃液についてはセシウム（134、137）とユウ
ロピウム 154 についてだけしか濃度を示してい
ない。なぜ保安院は他の核種について分析値を
求めないのだろうか。 
 最も含まれる量が多く環境への影響が大きい
セシウム 137 について、広島原爆の死の灰と比
較することにより見えてくるものがあるはず
だ。原爆投下後 64年経過した現在でも、死の灰
の後遺症に苦しんでいる人たちがいる。 
保安院は漏洩放射能はたいした量ではないとし
て済まし、あえて物議を醸す比較はしたくない
ということではないだろうか。 
 
 
 
 
 



４ 二月大気放出された「その他α線を放出し
ない核種」の内訳について 
 日本原燃（株）の公表した安全協定に基づく
定期報告書（二月分・三月分）に今まで放出さ
れたことがない「その他α線を放出しない核種」
が 2.6×10^5 ベクレル大気へ放出されたと記載
されているが、正確な放出日時、核種、放出の
理由を示し、政府の認識を示されたい。 
 
５  原燃の海洋放出モニタの異常について 
 セル内漏えいによる汚染の洗浄作業が始まっ
た二月二十日と三月二日に、原燃 HP のモニタ
リング欄、海洋排出モニタに異常波形が現れた。
高レベル廃液の環境放出を疑うが、原燃は二〇
〇七年十二月二十七日に国の許可を得た「海洋
放出管切り離しの本工事に先立ち実施している
工事」が今年二月二十日から三月十三日に実施
されその時の溶接作業のノイズを拾ったと説明
している。このような作業が実際に行われてい
たのか、事実関係を具体的に示し、政府の認識
を明らかにされたい。 
 
６  排水放出日時の事前公表について 
 麻生前総理は三月二十七日の参議院予算委員
会にて、「六ヶ所再処理事業は公共事業ではな
い。民間事業である」と答弁している。その民

一の 4について 
 日本原燃からは、本年二月十七日から同月二
十三日までの間に、六ヶ所再処理施設の主排気
筒排気モニタリング設備において測定を実施し
た結果、御指摘の「その他α線を放出しない核
種」が検出され、分析の結果、当該核種はスト
ロンチウム九十及びイットリウム九十であるこ
とが確認されたと聞いている。検出された値は、
日本原燃の保安規定において定められた放出管
理目標値を大幅に下回るものであるが、放出の
原因等について、日本原燃が自主的に調査して
いると承知している。 
 
一の 5について 
 日本原燃からは、本年二月二十日及び三月二
日には、放射性液体廃棄物の海洋放出は実施し
ていない一方、排水モニタ付近において溶接作
業を行ったと聞いていることから、両日に記録
された六ヶ所再処理施設の排水モニタの計測値
の上昇については、当該作業に伴う電気的なノ
イズが原因であると認識している。 
 
一の 6について 
 お尋ねの事前公表の要否については、日本原
燃が判断すべきものと考えている。なお、保安
院においては、核原料物質、核燃料物質及び原

【一の 4について】 
 高レベル廃液漏れが起きたガラス固化建屋セ
ル内の洗浄が 2/15 から 3/9 にかけて、行われ
た。まさにこの間（2/17-2/23）に今まで放出
されたことがないβ線核種であるストロンチウ
ム90とイットリウム90が主排気筒から放出さ
れていたことがわかった。「その量は管理目標値
よりも大幅に下回る、原因については日本原燃
が調査している」と答えている。このような回
答ですますことは安全を監督する保安院として
は無責任ではないか。環境放出量の多寡よりも
今まで放出されたことがないものが放出された
その理由を明確にして、対策を講じさせること
が役割であろう。推進機関が監督をしている甘
さが現れている。 
 
【一の 5について】 
やはり、セル内洗浄作業が行われている期間中
の 2/20 と 3/2 に海洋放出水のモニターに異常
波形が現れていた。国も日本原燃の回答と同内
容のものであった。07 年 12 月に許可を得た作
業がなぜ 1 年以上も経過した 09 年 2 月に実施
されたのか不自然さが残る。また溶接ノイズに
よりモニターの波形が数十分かけてきれいな山
形になること等未だ疑念が払拭できない。 
 



間事業である日本原燃は、放射能廃液を公共の
場である海洋へ放出しながら放出日時を事前に
公表しないが、これは秘密事項として許される
ことなのか、政府の見解を示されたい。 
  
 
 
 
 
 
 
二 高レベル廃液の安全管理に関して   
１ 大地震に際しての高レベル廃液の安全管理
について 
 本年三月二十三日ノルウェー政府、放射線防
護局は英国セラフィールド再処理工場から高レ
ベル廃液が漏出した場合を想定し、ノルウェー
への環境影響評価を実施し公表した。その評価
によれば最悪の場合、ノルウェーの広範な地が
放射能で汚染される結果になった。そのためノ
ルウェーは英国に、高レベル廃液の貯蔵量を減
らし、不安定な液体ではなくガラス固化して貯
蔵するように提言している。英国とちがい、わ
が国では地震の心配があるが、六ヶ所再処理工
場直下で中越沖地震クラス以上の地震（渡辺満
久東洋大教授はＭ八を指摘）が発生した場合で

子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第
百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。）
第六十七粂第一項及び使用済燃料の再処理の事
業に関する規則（昭和四十六年総理府令第十号）
第 l 一十一条第二項の規定に基づき、六ヶ所再処
理施設の放射性廃棄物の海洋放出口近隣に立地
するむつ小川原港付近の海水等に含まれる放射
性物質の濃度等について、日本原燃から四半期
ごとに報告を受け、これを公表している。 
 
 
二の 1及び 2について 
 高レベル廃液貯蔵設備を含め、六ヶ所再処理
施設の耐震安全性については、六ヶ所再処理施
設の事業の指定に係る安全審査 （以下「安全
審査」という。） の過程において、平成十八年
の改訂前の発電用原子炉施設に関する耐震設計
審査指針（昭和五十六年七月二十日原子力安全
委員会決定）等を踏まえて確認している。なお、
安全審査の過程においては、科学技術庁（当時） 
が一次審査を行い、・その結果について原子力安
全委員会が二次審査を行っている。 
 また、原子力安全委員会は、耐震安全性の一
層の向上及び国民への説明責任の観点から、関
係行政機関に対し、平成十八年の改訂後の発電
用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（平成

【一の 6について】 
 民間企業である日本原燃が海洋を私物化し勝
手気ままに放射能廃液を放出している。海洋を
利用している人達へ放出の事前予報の責任と義
務があるはずだが、国は「日本原燃が判断すべ
きもの」とし指導しようとしない。原子力三原
則「自主、民主、公開」はまさにこのような公
開をも指しているはずだ。原子力施設も環境基
本法の理念を守らなければならないのだが、海
洋投棄は明らかに抵触する行為ではないか。 
 漁民はワカメの煮汁、カキ殻を海に捨てると
罰されるとのことだ。それが放射能を大量に含
む廃液を流しても取締の対象にならないとはお
かしなことだ。放出廃液濃度が報告され公表し
ていることは承知しているが、果たして不利な
データをあえて報告しているのだろうか、疑問
だ。 
 
【二の 1及び 2について】 
 大地震が起こっても高レベル廃液は安全に管
理されるのかどうかを質問しているが、答は「事
業指定に係わる「安全審査」を当時の科学技術
庁と原子力安全委員会で行い確認している」と
している。また現在も耐震設計審査指針の改訂
を受けて、現在原子力安全委員会で二次審査を
行っていると法に則り実施していると答えるに



も、高レベル廃液が絶対に環境に漏出すること
なく、安全に管理できると断言できるのか、断
言できるとするならば、その根拠と判断を下し
た審議会名を明らかにした上で、政府の見解を
示されたい。 
  
２ 本格操業時の常時高レベル廃液貯蔵量につ
いて 
 再処理工場が本格操業になった場合常時どれ
ほどの高レベル廃液が貯蔵されることになるの
か、その数値を問う。この地震大国で高レベル
廃液を常時貯蔵することは非常に危険なことで
はないか、液体状態で貯蔵してはならないと考
えるが、政府の見解を明らかにされたい。 
  
３ 高レベル廃液漏えいの環境影響評価につい
て 
 事業者や周辺住民の防災意識を高めるために
も、六ヶ所再処理工場で高レベル廃液が漏えい
した場合、周辺環境に与える影響について国は
評価を実施し公表すべきではないか、政府の見
解を明らかにされたい。なお、公表すべきでは
ないとするならば、その理由を明らかにされた
い。 
 
４ 高レベル廃液の安全管理を検討する審議委

十八年九月十九日原子力安全委員会決定）等を
踏まえた既設の原子力施設の耐震安全性の確認
を求めているが、六ヶ所再処理施設については、
保安院が同指針等を踏まえて実施した耐震安全
性評価の確認結果について、現在、原子力安全
委員会耐震安全性評価特別委員会等において確
認しているところである。なお、六ヶ所再処理
施設に設置されている高レベル廃液に係る貯槽
の容量の合計は、約六百八十立方メートルであ
る。 
 
二の 3について 
 六ヶ所再処理施設において高レベル廃液が漏
えいした場合の事故評価については、安全審査
の過程において、再処理施設安全審査指針（昭
和六十一年二月二十日原子力安全委員会決定）
を踏まえて行っており、その結果を公表してい
る。 
 
 
二の 4について 
 使用済燃料の再処理施設については、原子炉
等規制法に基づき、経済産業大臣が再処理の事
業の指定に当たり一次審査を行い、その結果に
ついて原子力安全委員会が二次審査を行うこ
と、また、経済産業大臣が再処理施設の設計及

留まり、安全管理ができるのかどうかについて
は回答を避けている。 
 私たち市民団体から原子力安全委員や該当審
議委員へ再三の要請にも係わらず、原子力安
全・保安院の一次審査や原子力委員会で行われ
ている二次審査において“高レベル廃液の耐震
安全”に触れて深く論議された事実は議事録に
存在しない。審議していないので審議会名を答
えることができないのではないか。 
 本格操業時の常時保管高レベル廃液貯蔵量を
質問しているに係わらず、貯槽容量に答をすり
かえている。また液体状態で貯蔵することは危
険ではないかという問にも見解を示そうとしな
い。  
 
【二の 3について】 
 安全審査関連の書類を探したが「高レベル廃
液漏洩の事故評価」については見あたらなかっ
た。どこでどのように公表されているのか、そ
の公表資料を見たいものだ。今までこのような
資料の存在について聞いたことがなかった。 
 存在するとなると大きなニュースではない
か。 
 
【二の 4について】 
 高レベル廃液の安全管理の審査に係わる特別



員会の設置について 
 市民団体の計算によると現在貯蔵されている
高レベル廃液約二百四十立方メートルはチェル
ノブイリ事故で放出された量の約九倍（セシウ
ム137 換算）とのことだ。これが爆発的に漏れ
だした場合北半球を広く汚染させることが予想
される。この地震大国で絶対的な安全管理が求
められる所以である。最悪の事故を考えるとき
国の存亡に係わるとも言えるのではないか。内
閣府などにこの問題に関する審議委員会を設置
し厳重に審議し安全を確保なければならないの
ではないか、政府の見解を明らかにされたい。 
  
三 日本原燃（株）の事業者としての適格性に
関して 
１ 日本原燃の技術について 
 アクティブ試験開始後高レベル廃液ガラス溶
融炉に関わるトラブルが続発し今年八月末には
竣工を来年十月まで延期すると発表された。ア
クティブ試験後八回目しかも今までで最長の延
期である。下田敦子議員提出「（株）六ヶ所再処
理工場の安全に関する質問主意書」の答弁書（内
閣参質百七十第一二三平成二十年十二月十六
日）、三の１及び２についてにおいて「日本原燃
の採用したガラス固化技術は、外部専門家によ
り技術の成立性が実証された、核燃料サイクル

び工事の方法の認可に係る審査や使用前検査等
を行い、それに対して原子力安全委員会が必要
に応じ調査を行うこと等により、安全の確保を
図っている。 
 
 
 
 
 
 
 
三の 1について 
 日本原燃の採用したガラス固化技術の成立性
については、御指摘の答弁書三の 1 及び 2 につ
いてで述べたとおりである。 
 なお、先般のガラス固化建屋ガラス固化セル
内での高レベル廃液の漏えいは、ガラス固化技
術の成立性に関係するものではないと認識して
いる。 
 
 
 
 
 
 
 

な委員会の設置を求める質問に対して、従来の
審査で間に合うといった回答である。従来の審
査会の議事録を見ると高レベル廃液に関する安
全について検討されてきていないことは明白で
ある。 
 原発には緊急時における炉心冷却装置などの
非常時に係わる対応が一応なされている。しか
し、再処理工場の高レベル廃液の冷却や発生水
素ガスについて緊急時の対応がなおざりにされ
たままアクティブ試験が始まり廃液が240ｍ3
も貯蔵された状態になっている。これについて
しっかり対策を立ててもらわなければ、地元で
は常に不安がつきまとう生活が強いられること
になる。 
 
【三の 1について】 
 下田敦子参議院議員の質問主意書の回答は
2008.12.16付けのものである。それ以降高レベ
ル廃液漏れなど様々な事故が発生し高レベルガ
ラス固化セル内、そしてガラス溶融炉内いずれ
も取り返しのつかない状況になっている。
2009.5.25 総合資源エネルギー調査会電気事業
分科会原子力部会で、末次克彦委員が「ガラス
溶融を大きな課題と考えて、新しい対応計画を
つくるべき。三年ぐらい時間を掛ける必要もあ
る」と指摘。京都大の山名元教授も「技術開発



開発機構（当時）が開発した技術であると承知
しており、従業員による設備の操作方法の習熟
の問題や設備の不具合等から、日本原燃が当初
予定していた計画に比べると試験運転に時間を
要しているものの、当該運転を通じて問題点の
解決が図られるものと認識している。」と答弁し
ている。高レベル廃液がセル内とはいえ再三漏
洩し、回収状況が明確に公表されていない、竣
工は見通しがつかず延期が繰り返されている
が、現在も「ガラス固化技術は技術の成立性が
実証された」という認識なのか、政府の見解を
明らかにされたい。 
  
２ 日本原燃の取扱資格について 
 一月二十一日発覚した高レベル廃液漏えい事
故に関し原子力安全・保安院は四月二日原燃に
対し五項目に亘る保安規定違反を指摘し対策を
問い、月末に報告を得ている。違反要因として
「保安規定の理解不足、高レベル廃液の情報の
共有や教育不足」などがあげられているが、こ
の世の中で最も危険といわれる高レベル廃液を
取り扱う現場での学習不足とは、恐ろしい。一
月九日から漏えいが始まり、異常信号があった
にもかかわらず十二日間も放置されてきたこ
と、又再三の漏洩は日本原燃のあまりにも未熟
な技術を露呈している。さらには付着した高レ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三の 2及び 3について 
 政府としては、原子炉等規制法に基づき厳格
な審査を行った結果、日本原燃に再処理の事業
の指定を与えている。また、御指摘の原子炉等
規制法第十条第一項及び第二項第五号は、それ
ぞれ、再処理の事業の指定の取消し等について
規定する原子炉等規制法第四十六条の七第一項
及び第二項第四号のことを指しているものと考
えるが、日本原燃に対して同条第一項又は第二
項第四号を適用して、事業の指定の取消し等を
行う状況にはないと判断している。 
 
 
 
 

の態勢を再構築するべきだ」と求めた。（東奥日
報）推進する側の学者がガラス固化技術開発に
ついて再度考えるべきだと述べ始めている。    
しかし、国のこの回答ではガラス固化技術の成
立性は１年前と認識が変わっていないとのこと
である。ちなみに昨年の見解は「ガラス固化技
術は外部専門家により成立性が実証、従業員の
操作方法の習熟の問題や設備の不具合によりト
ラブルが続いている。そのうち解決が図られる」
との見解であった。アクティブ試験が始まり８
回も延期され予定より３年以上も遅れ、いまだ
に竣工の見通しがつかない技術を完成したもの
と強弁する姿勢に驚く。その背後にある大きな
暗闇に光を当てたいものだ。 
 
【三の 2及び 3について】 
三の３の回答において法律の読み違えを指摘さ
れたが、これは国の指摘通りであった。 
「精錬事業」の事業取消条項が第十条であり、
「再処理事業」については第四十六条の七にな
る。 
 高レベル廃液の漏洩を３回も同箇所で発生さ
せるなど、日本原燃の技術はこの世の中で最も
危険と言われる廃液を安全に取り扱う資格はな
いのではないか。加えて事業指定の取消を求め
るべきではないか。以上２点について国の見解
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ベル廃液の洗浄作業により、人が立ち入る隣室
（固化セル保守第一室）までも汚染が広がって
おり、日本原燃にはもはや特別な配慮を要する
危険な放射能を扱う資格はないのではないか、
政府の見解を明らかにされたい。 
  
３ 事業指定の取消しについて 
 巨額の公共資金が投入されて進められてきた
再処理工場であるが、高レベル廃液のガラス固
化の展望が全く見出されていない。このまま国
民に負担をかけ資金を投入し続けることについ
て、如何に考えるか、また原子炉等規制法第十
条（事業指定の取消し等）一項「・・定める期
間内にその事業を開始せず・・」の発動を検討
する時期ではないか、さらに同条二項の五「保
安規定違反」による事業取消についても検討さ
れるべきではないか、政府の見解を明らかにさ
れたい。 
  
 右質問する。 
!

!
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を求めている。 
これに対して国は理由も述べずに「事業の指定
の取消し等を行う状況にはないと判断してい
る」との回答であった。 
 
＊参考（指定の取消し等） 
第四十六条の七  経済産業大臣は、再処理事業
者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定
める期間内にその事業を開始せず、又は引き続
き一年以上その事業を休止したときは、第四十
四条第一項の指定を取り消すことができる。 
（事業の指定等） 
第四十四条  核燃料サイクル開発機構及び日
本原子力研究所（日本原子力研究所法 （昭和三
十一年法律第九十二号）第二十二条第二項 の認
可を受けて再処理の事業を行う場合に限る。以
下この章において同じ。）以外の者で再処理の
事業を行おうとするものは、政令で定めるとこ
ろにより、経済産業大臣の指定を受けなければ
ならない。 


